
14
9％

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ド
ル

4
741

3
852

3
407

2
963

2
667

2
370

」

に
改
め
、
同
表
ア
フ
リ
カ
の
項
中「

セ
ー
シ
ェ
ル

33
3％

ユ
ー
ロ

1
918

1
559

1
379

1
199

1
079

959
」

を「
セ
ー

シ
ェ
ル

14
5％

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ド
ル

4
893

3
975

3
517

3
058

2
752

2
446

」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
う
ち
二

総
領
事
館
の
表
ア
ジ
ア
の
項
中「

カ
ラ
チ

21
2％

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ド
ル

2
712

2
399

2
086

1
877

1
669

」

を「
カ
ラ
チ

ダ
バ
オ

21
2％

19
7％

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ド
ル

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ド
ル

2
712
2
921

2
399
2
584

2
086
2
247

1
877
2
022

1
669
1
798

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

外
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

菅

義
偉

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

平成 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
百
五
十
二
号

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
三
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
平
和
維
持
活
動
局
及
び
フ
ィ
ー
ル
ド
支
援
局
」
を
「
平
和
活
動
局
及
び
活
動
支
援
局
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

防
衛
大
臣

岩
屋

毅

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
百
五
十
三
号

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
並

び
に
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
」
の
下
に「（
当
該
特
定
地
方
公
共
団
体
の
経
営
す
る
鉄
道
事
業

又
は
軌
道
事
業
に
お
け
る
運
行
上
の
安
全
に
関
連
す
る
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
あ
っ

て
は
、
国
内
の
供
給
者
（
物
品
等
又
は
特
定
役
務
を
提
供
し
、
又
は
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
国
内
に
事
業

所
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。）及
び
欧
州
連
合
の
供
給
者
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
規

定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
行
わ
れ
た
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
因
に
係
る
契
約
で
同
日

以
後
に
締
結
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

総
務
大
臣

石
田

真
敏

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

駐
車
場
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
百
五
十
四
号

駐
車
場
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
駐
車
場
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

駐
車
場
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

道
路
交
通
法
第
四
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
（
同
条
第
一
号
に

掲
げ
る
道
路
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
交
差
点
の
側
端
及
び
ト
ン
ネ
ル
に
限
る
。）


